
広島市規則第１５号

令和８年３月１１日

広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長 松 井 一 實

広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則

広島市公園条例施行規則（昭和３９年広島市規則第２２号）の一部を次

のように改正する。

別表第１備考に次のように加える。

５ 広島広域公園補助競技場における一般利用の場合の供用時間は、

午前９時から午後９時までとする。

別表第２電光表示盤の項中

「
広島広域公園陸上競技場 １式１日 １６，０１０

を
広島広域公園テニスコート につき ９，６００

」

「
広島広域公園テニスコート １式１日 ９，６００

に改め、
につき

」

「 「
５，３２０ ５，３２０

同表中 を に改め、同表備
７，０２０ ９，３４０

」 」

考の２中「は、」の右に「広島広域公園陸上競技場にあつては１時間につ



き３万７，３６０円とし、広島広域公園第一球技場及び広島広域公園第二

球技場にあつては」を加え、同表備考の４中「広島広域公園第一球技場及

び広島広域公園第二球技場の」を「この表に掲げる」に改め、「は、」の

右に「広島広域公園陸上競技場にあつては１式１日につき１万６，０１０

円とし、広島広域公園第一球技場及び広島広域公園第二球技場にあつては｣

を加える。

附 則

この規則は、令和８年３月１７日から施行する。


